
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方

 

 当社はコーポレート・ガバナンスが経営上重要な問題であるとの基本的認識に立ち、経営の透明性の確保を図るため、創業以来、社外取締役 
及び社外監査役を選任しております。原則毎月１回開催される取締役会は、常勤取締役10名、非常勤の取締役５名（うち社外取締役４名）で構成 
され、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況の監督機能を果たしておりま 
す。常勤監査役２名、非常勤の社外監査役３名からなる監査役は、取締役会やその他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の適法性、妥当 
性及び経営の透明性、健全性を監視できる体制となっております。また、平成22年には独立役員を２名指定しております。さらに取締役の報酬に 
ついては、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会で、報酬諮問委員会の具申を得たうえで決定しております。  

２．資本構成 

【大株主の状況】

 

補足説明 

―――  

３．企業属性 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

―――  

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

―――  

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE Japan Airport Terminal Co.,Ltd.

最終更新日：2011年7月25日

日本空港ビルデング株式会社
代表取締役社長 鷹城 勲

問合せ先：管理本部副本部長 山田 克爾
証券コード：9706

http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）
日本航空株式会社 4,398,240 5.41

全日本空輸株式会社 4,398,000 5.41

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 
(住友信託銀行再信託分・京浜急行電鉄株式会社退職給付信託口) 

3,484,000 4.28

株式会社三菱東京Ｕ Ｆ Ｊ 銀行 3,408,000 4.19

三菱地所株式会社 3,111,400 3.83

株式会社みずほコーポレート銀行 3,000,000 3.69

大成建設株式会社 2,831,000 3.48

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,525,300 3.10

日本通運株式会社 2,337,720 2.87

ジェーピーモルガンチェースバンク385174 2,304,481 2.83

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 不動産業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1)

 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2) 

【監査役関係】 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 15 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

氏名 属性
会社との関係(※１)

a b c d e f g h i
高木 丈太郎 他の会社の出身者         ○

小谷 昌 他の会社の出身者    ○ ○     

洞 駿 他の会社の出身者    ○ ○     

大貫 哲也 他の会社の出身者    ○ ○     

a 親会社出身である
b 他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明
当該社外取締役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

高木 丈太郎 ○ ―――

〈社外取締役選任理由〉 
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当 
社の経営に反映していただくため、選任してお 
ります。 
〈独立役員指定理由〉 
当該取締役は関連会社、主要な取引先の業務 
執行者でなく、当社が報酬を支払っているコン 
サルタント等の専門家ならびに主要株主等で 
はありませんので、一般株主と利益相反が生 
じるおそれがないと判断し、独立役員として指 
定しております。 

小谷 昌  ―――

〈社外取締役選任理由〉 
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当 
社の経営に反映していただくため、選任してお 
ります。 

洞 駿  ―――

〈社外取締役選任理由〉 
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当 
社の経営に反映していただくため、選任してお 
ります。 

大貫 哲也  ―――

〈社外取締役選任理由〉 
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当 
社の経営に反映していただくため、選任してお 
ります。 



監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

 四半期決算時毎に監査役と会計監査人による監査報告会を開催し、当該監査に関わる意見交換を行うほか、必要に応じディスカッションの場を 
設けるなど、相互の連携に努めております。また、内部監査部門として本社に監査室を設置しており、監査計画の策定及び監査結果については 
適宜監査役と意見交換を行うなど情報の共有化と相互の連携に努めております。  

会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2) 

【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

―――  

【インセンティブ関係】 

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
赤井 文彌 他の会社の出身者    ○      

樋口 公啓 他の会社の出身者    ○      

大鷲 雅一 他の会社の出身者  ○        

a 親会社出身である
b その他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものである
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明
当該社外監査役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

赤井 文彌  ―――

〈社外監査役選任理由〉 
弁護士としての専門的見地並びに経営に関す 
る高い見識を当社の監査に反映していただくた 
め、選任しております。 

樋口 公啓 ○ ―――

〈社外監査役選任理由〉 
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当 
社の監査に反映していただくため、選任してお 
ります。 
〈独立役員指定理由〉 
当該監査役は、関連会社、主要な取引先の業 
務執行者でなく、当社が報酬を支払っているコ 
ンサルタント等の専門家ならびに主要株主等 
ではありませんので、一般株主と利益相反が 
生じるおそれがないと判断し、独立役員として 
指定しております。 

大鷲 雅一  ―――

〈社外監査役選任理由〉 
公認会計士としての専門的見地並びに経営に 
関する高い見識を当社の監査に反映していた 
だくため、選任しております。 

独立役員の人数 2 名

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入



該当項目に関する補足説明 

当社を取り巻く環境が大きく変化している中、業務向上への意欲や志気を高めるため、 
職務責任や会社業績を反映する業績連動型報酬制度を導入しています。  

該当項目に関する補足説明 

―――  

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明

 

 平成23年６月29日に提出した有価証券報告書に記載する、当社の取締役15名に対する報酬は278百万円（うち社外取締役は４名、26百万円）で 
あり、監査役５名に対する報酬は57百万円（うち社外監査役は３名、21百万円）であります。 
なお、報酬額には、平成23年６月29日開催の第67回定時株主総会において決議された「役員賞与支給の件」に基づく当事業年度に係わる取締役 
賞与の総額36百万円（うち社外取締役４名、４百万円）が含まれております。 

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

取締役の報酬等については、透明性、妥当性及び客観性を確保することを目的に、社外取締役及び社外監査役と取締役社長で構成し、社外取 
締役を委員長とする報酬諮問委員会を設置し、原則年２回開催することとしております。  

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

取締役会の事務局は管理本部総務部総務課が担当しており、社外取締役への事前説明等は必要に応じて行うこととしています。  

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

 

 常勤取締役、非常勤の社外取締役等で構成される取締役会を原則毎月１回開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に 
関する重要事項を決定するとともに業務執行の監督機能を果たしております。また、常勤取締役及び執行役員で構成される経営会議を原則毎週 
１回開催し、取締役会で決定した経営方針に基づき、業務執行に関する基本方針及び重要事項を審議し、あわせて業務全般にわたる監理を行っ 
ております。さらに、監査役は、取締役会やその他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の適法性、妥当性及び経営の透明性、健全性を監視 
できる体制となっております。 
当社は、社外取締役及び社外監査役の中から、一般株主と利益相反の生じるおそれのない方を独立役員として指定しております。 
取締役の報酬等については、透明性、妥当性及び客観性を確保することを目的に、社外取締役及び社外監査役と取締役社長で構成し、社外取 
締役を委員長とする報酬諮問委員会を設置し、原則年２回開催することとしております。 
監査室では、年度監査計画に基づき、業務監査、リスクマネジメント監査、子会社監査等を実施しております。監査手続きの主な流れは、１．年度 
監査計画策定・承認、２．当該監査計画に基づく監査の実施、３．監査結果の社内報告、４．被監査部門からの改善報告、５．フォローアップ監査 
の実施となっております。 
会計監査の状況につきましては、会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査を新日本有限責任監査法人に依頼しており、同監査法人及び当 
社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。当期において、監査業務を執行した公認会計 
士は、岡研三（継続監査年数：３会計期間）、鈴木真紀江（継続監査年数：１会計期間）であります。監査業務に係る補助者は、公認会計士５名、 
その他８名であります。  

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

当社はコーポレート・ガバナンスが経営上重要な問題であるとの基本的認識に立ち、経営の透明性の確保を図るため、創業以来、社外取締役及 
び社外監査役を選任しており、平成16 年には、経営に関する監督・助言機能を強化するため、従来の社外監査役２名に加え、新たに社外監査役 
１名を選任しております。さらに、平成21年には監督と執行の分離等を目的に執行役員制度を導入するとともに、取締役の定数を25名から15名に 
削減し、コーポレート・ガバナンスの強化と経営の効率化を図り、また、平成22年には独立役員を２名指定するなどして現状のコーポレート・ガバ 
ナンス体制を採用し、維持しています。  

ストックオプションの付与対象者

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

 

２．ＩＲに関する活動状況 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

補足説明

その他 表や図を利用した株主総会補助資料を株主総会会場で配布

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

実施時期：年２回（５月中旬、１１月中旬） 
実施内容：代表取締役社長による決算概要、今後の経営戦略等の説明、 
質疑応答 

あり

IR資料のホームページ掲載

URL：http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/ 
ホームページ掲載情報：決算短信（英訳含む。）、アナリスト及び機関投資家 
向 
け説明会配布資料、動画配信 

IRに関する部署（担当者）の設置
担当部署名：経営企画本部 
IR担当責任者：広報・ＩＲ室長 
IR事務連絡責任者：広報・ＩＲ室主幹 

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

社内規程として、「コンプライアンス基本指針」を制定し、株主利益の最大化のための努力等ス 
テークホルダーの立場の尊重について規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 ホームページに掲載している「地球温暖化対策計画書」を作成し、実行しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ホームページを開設し、各種情報を提供しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

【基本的な考え方】 
当社では、事業経営の有効性と効率性を高め、企業の財務報告の信頼性を確保し、かつ事業経営に係る法規の遵守を促すことを目的として、グ 
ループ企業を含めた全社的な内部統制システムを構築しております。 
 
【整備状況】 
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
ａ．コンプライアンス宣言を発し、グループ全体でコンプライアンス向上に取り組む決意表明を行うとともに、コンプライアンス基本指針により、役員 
及び使用人の行動規範を定め、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス推進委員会を設置（コンプライアンス推進委員会規程制定）する 
等、その推進のための体制を整えております。 
ｂ．コンプライアンス情報窓口（通報制度）を設置し、違法行為等の発生防止と万一発生したときにおける会社への影響を極小化するための体制を 
とっております。 
ｃ．コンプライアンス統括部門が中心となり、研修会・説明会を開催し、コンプライアンスの徹底を図ることとしております。 
ｄ．取締役会規程及び経営会議体規程を整備し、それらの会議体において各取締役の職務の執行状況について報告がなされる体制を整えており 
ます。 
ｅ．組織規程、就業規則等、法令及び定款に基づく各種社内規程を制定し、これに従い職務の執行がなされる体制を整えております。 
ｆ．内部監査部門において各部門における職務執行の状況を監査する体制を整えております。 
 
２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
取締役の職務の執行に係る情報について、文書管理に関する社内規則に従い適切に保存及び管理を行うこととしております。 
 
３. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
ａ．リスク管理に係る体制を整備するため、リスク管理規程を制定しております。 
ｂ．内部監査部門は各部門のリスクを定期的に洗い出ししたうえ、リスク情報として提供し、各部門が対応することとしております。 
ｃ．全社的リスク等重要性が高いと評価されたリスクについては、経営企画室を中心として各部門がリスクを未然に防止するための対応策をとりま 
とめ、適宜経営会議へ報告することとしております。 
 
４. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
ａ．「取締役会」は取締役会規程に基づき原則毎月１回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を 
決定するとともに業務執行状況の監督機能を果たしております。 
ｂ．「経営会議」は常勤取締役及び執行役員で構成され、経営会議規程に基づき原則毎週１回開催しており、取締役会で決定した経営方針に基づ 
き、業務執行に関する基本方針及び重要事項を審議し、あわせて業務全般にわたる監理を行っております。 
ｃ．取締役の職務の確実かつ効率的な運営を図るため、組織規程を定めております。 
ｄ．会社の業務執行に関する各職位の責任と権限を明確にし、会社業務の効率的・組織的運営を図ることを目的とし、職務権限規程を定めており 
ます。 
e．平成21年４月１日以降は、執行役員制度を導入し、監督と執行の分離及び意志決定の迅速化を図ることとし、これに伴い、「常務会」を「経営会 
議」に改組し、執行役員もこれに出席できることとしています。 
 
５. 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
ａ．関係会社管理規程を制定し、親会社による子会社の管理、親会社・子会社間の業務の適正に関する基本方針を定め、グループ会社の業務執 
行の適正を確保する体制を整えております。 
ｂ．関係会社管理規程に基づき、グループの総合的な事業の進展と子会社の育成強化を目的にグループ経営会議を設置し、定期的な業務執行 
状況等の報告を受けております。 
ｃ．内部監査部門において子会社の業務執行状況を監査する体制を整えております。 
 
６. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 
取締役及び使用人は、監査役会規程及び監査役監査基準の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告をすることとしておりま 
す。 
 
７.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
ａ．監査役は、監査室と緊密な連携を保ち、内部監査の結果を活用するよう体制を整えております。 
ｂ．監査役は、取締役会ほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席することとしております。 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

※反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況を記載してください。 
 
【基本的な考え方】 
  当社グループは、市民社会に脅威を与える反社会勢力とは、断固として対決します。 
  
 【整備状況】 
  平成17年10月26日に制定した「コンプライアンス基本指針」の行動指針の中で、市民社会に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決 
する方針を定め、利益供与の拒否、反社会勢力に対する情報をグループ内で共有し、報告・対応する体制を整備しております。さらに、業界・地 
域社会で協力し、また警察等の関係行政機関と密接な連携を取って反社会勢力の排除に努めております。 



Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明

 

   株式会社の支配に関する基本方針 
当社の会社支配に関する基本方針、及び会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み、並びに会社支配に関する基本方針に照ら 
して不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの各概要は以下のとおりです。 
  (1) 会社支配に関する基本方針 
 当社は、当社株式の大規模買付行為が行われる場合に、これを受け入れるか否かの最終的な判断はその時点における株主の皆様に委ねられ 
るべきものであると考えます。 
  当社は羽田空港において、航空系事業として、国内線旅客ターミナルビルの建設、管理運営を行うとともに、平成22年10月に供用開始された 
国際線旅客ターミナルビルの運営会社である東京国際空港ターミナル株式会社の筆頭株主として、同社が管理する国際線旅客ターミナルビルの 
主要な運営業務の一括受託などを行っております。一方、非航空系事業として、羽田空港、成田国際空港、関西国際空港並びに中部国際空港 
において物品販売業等を営み、その収益を基盤として航空界の急速な発展に即応した旅客ターミナルビルの拡充整備に努め、事業規模の拡大を 
図ってまいりました。そのため、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、旅客ターミナル事業の有する高度の安全性と公共性につい 
ての適切な認識に加え、幅広いノウハウと豊富な経験並びに国内外の顧客、従業員及び取引先等のステークホルダーとの間に築かれた関係等 
への理解が不可欠であると考えます。 
当社は、大規模買付者が突然現れた場合に、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に与える影響について株主の皆 
様が短期間の内に適切に判断するためには、大規模買付者及び当社取締役会の双方から、大規模買付行為が当社に与える影響や、大規模買 
付者の経営方針等の情報が適切かつ十分に提供されることが不可欠と考えます。さらに、当該大規模買付行為に関する当社取締役会による検 
討結果等の提示は、株主の皆様の判断に資するものであると考えます。 
当社としましては、大規模買付行為が行われる場合には、大規模買付者において、株主の皆様の判断のために、当社が設定して事前に開示する 
一定のルールに従って、大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供していただく必要があると考えております。 
また、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損することとなる悪質な当社株式の大規模買付行為を防止するため、大規模買付者に対し 
て相応の質問や大規模買付者の提案内容等の改善を要求し、あるいは株主の皆様にメリットのある相当な代替案が提示される機会を確保し、さ 
らには当該大規模買付ルールを遵守しない大規模買付行為に対しては企業価値ひいては株主共同の利益の維持・向上の観点から相当な措置 
がとられる必要があると考えております。 
 (2) 会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み 
 当社は、会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みとして、下記(3)で記載するもののほか、以下の取組みを行い、企業価値ひ 
いては株主共同の利益の維持・向上に努めております。 
・ 中期経営計画に基づく取組み 
   当社は、旅客ターミナルビルにおける絶対安全の確立のため、さらなる安全対策強化に全力を傾注するとともに、羽田空港国内線第１旅客タ 
ーミナルビル及び第２旅客ターミナルビルの一体的運営による一層の効率化を図り、運営諸費用の増加等への対策に努めております。また、東 
京国際空港ターミナル株式会社を建設管理主体として平成22年10月供用開始された国際線旅客ターミナルビルにつきましては、同社の筆頭株主 
として、主要な運営業務の一括受託などを行っております。併せてお客様本位の旅客ターミナルビルの運営を目指し、当社グループＣＳ理念「訪 
れる人に安らぎを、去り行く人にしあわせを」の下、顧客第一主義を徹底するほか、積極的な人材育成を図り、全社を挙げて一層のサービス向 
上、さらなる収益の向上に努めることとし、平成22年５月に策定した平成24年度を最終年度とする中期経営計画に基づく諸施策に積極的に取り組 
んでおります。 
・ コーポレート・ガバナンスの強化充実に向けた取組み 
   当社はコーポレート・ガバナンスが経営上重要な問題であるとの基本的認識に立ち、経営の透明性の確保を図るため、創業以来、社外取締 
役及び社外監査役を選任しております。平成16 年には、経営に関する監督・助言機能を強化するため、従来の社外監査役２名に加え、新たに社 
外監査役１名を選任しました。さらに、平成21年には監督と執行の分離等を目的に執行役員制度を導入するとともに、取締役の定数を25名から15 
名に削減し、コーポレート・ガバナンスの強化と経営の効率化を図りました。また、平成22年には独立役員を２名指定するなど、今後も最適なコー 
ポレート・ガバナンスのあり方を検討してまいります。 
 
(3) 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み  
   当社は、(1)で述べた会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止 
するため、「当社株式に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」（以下「本対応方針」という）により、大規模買付行為が行われる場 
合に関して大規模買付ルールを定め、かつ、大規模買付者が当該ルールを遵守しなかった場合における対抗措置の発動に係る手続きについて 
定めております。 
・ 独立委員会の設置 
 大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を害するものか否かの検討・審議を行い、大規模買付行為に関する当社取締役 
会の判断及び対応の公正を担保する機関として、独立委員会を設置します。独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立な判断を可能とする 
ため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者のいずれかに該当する者の中から選 
任します。 
 当社取締役会は、大規模買付行為が開始された場合に当該大規模買付行為との関係では対抗措置を発動しない旨の不発動決議の是非につ 
いて独立委員会に諮問することとし、当社取締役会はその勧告を最大限尊重するものとします。 
・ 大規模買付ルール 
 大規模買付ルールとして、大規模買付者は、定められた手続きに従い情報提出等を行うものとし、かつ、情報提出手続き等を経て、当社取締役 
会が不発動決議を行うまで、大規模買付行為を行わないこととします。 
(ア) 大規模買付意向表明書の当社への事前提出 
 大規模買付者は、大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行う旨の大規模買付意向表明書（当社所定の書式）を事前に当社に対して提 
出していただきます。 
(イ) 大規模買付行為に関する情報の提出 
 大規模買付者から大規模買付意向表明書をご提出いただいた場合、当社は当該大規模買付者に対し、改めてご提出いただく情報の項目を記 
載した情報リストを10営業日（初日不算入）以内に交付いたします。 
 大規模買付者は、情報リストに基づき、株主の皆様のご判断及び独立委員会の検討のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報を 
当社にご提出いただきます。 
(ウ) 独立委員会による検討開始に係る通知 
 当社は、当該大規模買付行為に関する情報の提出が完了したと認められる場合等、独立委員会による検討を開始するのが適当と合理的に判 
断される場合には、その旨を大規模買付者に通知し開示するとともに、独立委員会による検討の開始を依頼いたします。 
(エ) 独立委員会による検討及び不発動勧告決議 
 独立委員会は、独立委員会検討期間として定められた期間内に、大規模買付行為の内容の検討、当社取締役会等の提供する代替案の検討 
等を行います。  
 大規模買付者は、独立委員会が検討資料その他の情報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものとし 
ます。独立委員会は、当該大規模買付行為に関する情報の検討等の結果、全員一致の決議により、当該大規模買付行為が当社企業価値を毀 
損し会社の利益ひいては株主共同の利益を害するおそれがないものと認める場合には、当社取締役会に対して、不発動勧告決議を行うこととし 
ます。 
(オ) 株主総会における株主意思確認 
 独立委員会は、独立委員会検討期間内に不発動勧告決議を行うに至らなかった場合には、当該大規模買付行為に対する対抗措置に係る株主 
意思確認総会を開催する旨を勧告することとし、かかる勧告を受けて当社取締役会は、株主意思確認総会の招集を速やかに決定するものとしま 
す。 
 株主意思確認総会の決議は、出席株主の議決権の過半数によって決するものとします。 
(カ) 取締役会の不発動決議 
 当社取締役会は、独立委員会が当該大規模買付行為について不発動決議を行うべき旨勧告した場合、取締役としての善管注意義務に明らか 
に反する特段の事情が存しない限り、不発動決議を速やかに行うものとします。 
 また、当社取締役会は、上記（オ）に定める株主意思確認総会において対抗措置を発動すべきでない旨の株主意思が示された場合、不発動決 
議を速やかに行うものとします。 

買収防衛策の導入の有無 あり



 
(キ) 大規模買付ルールに従わない大規模買付行為に対する対抗措置の発動 
 当社取締役会が不発動決議を行うまで、大規模買付者は、大規模買付行為を行ってはならないものとします。当社取締役会は、大規模買付ル 
ールに従わない大規模買付行為が行われ対抗措置の発動が相当である場合、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上すること 
を目的として、本対応方針に基づく対抗措置を行うものとします。本対応方針の対抗措置としては、新株予約権の無償割当てその他の法令及び 
当社の定款上許容される手段を想定しております。 
・ 株主・投資家に与える影響 
 本対応方針は、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断されるために必要な情報を提供し、さらには、当社株主の皆様が大規 
模買付行為に係るより良い提案や、当社取締役会等による代替案の提示を受ける機会を保証するための相応の検討時間・交渉力等が確保され 
ることを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為への応諾その他の選択肢について適切な判断 
をされることが可能となり、そのことが当社株主全体の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、本対応方針の設定は、当社株主及び 
投資家の皆様が適切な投資判断をなされる上での前提となるものであり、当社株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えておりま 
す。 
 (4) 取締役会の判断及びその理由 
 当社の中期経営計画、コーポレート・ガバナンスの強化充実等の各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させ 
るための具体的方策として策定されたものであり、まさに当社の基本方針に沿うものです。 
 また、本対応方針は上記の基本方針に沿うものであり、またその合理性を高めるため以下のような特段の工夫が施されておりますので、本対応 
方針は、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。 
・ 本対応方針は、平成23年6月29日開催の第67回定時株主総会においてその基本的内容につき、株主の皆様の事前承認を受けております。当 
該株主総会の承認は、当該定時株主総会から３年を有効期間とします。当社取締役会は、３年が経過した時点で、改めて本対応方針に関する株 
主意思の確認を行い、株主の皆様にご判断いただくことを予定しております。当社取締役会は、当該株主総会承認の有効期間中、関連する法制 
度の動向その他当社を取り巻く様々な状況を勘案して、当該株主総会承認の趣旨の範囲内で、本対応方針の細目その他必要な事項の決定や 
修正等を行うこととします。 
・ 本対応方針は、株主意思確認総会において対抗措置を発動すべきでない旨の株主意思が示された場合、当社取締役会は不発動決議を速や 
かに行うものとしております。また、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役、及び社外有識者のいず 
れかに該当する者の中から選任される委員により構成される独立委員会が、株主意思確認総会の招集に先立つ独立委員会検討期間内におい 
て、当該大規模買付行為が当社企業価値を毀損し会社の利益ひいては株主共同の利益を害するおそれがないものと認め不発動勧告決議を行 
った場合には、当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、速やかに同勧告決議に従い不発動決 
議を行うこととされています。このように、取締役の地位の維持等を目的とした恣意的な発動を防止するための仕組みを本対応方針は確保してお 
ります。 
・ 当社は、取締役の解任決議要件の普通決議からの加重も行っておりません。本対応方針は、大規模買付者が自己の指名する取締役を当社 
株主総会の普通決議により選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、廃止させることが可能です。従いまして、本対応方針は、デッドハ 
ンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は、期差任期 
制を採用していないため、本対応方針はスローハンド型（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時 
間を要する買収防衛策）でもありません。 
・ 本対応方針は、経済産業省及び法務省が定めた平成17年5月27日付「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関 
する指針」が求める適法性の要件（新株予約権等の発行の差止めを受けることがないために充たすべき要件）、合理性の要件（株主や投資家な 
ど関係者の理解を得るための要件）をすべて充たしております。また、経済産業省企業価値研究会の平成20年6月30日付報告書「近時の諸環境 
の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の提言内容にも合致しております。 
(5) その他 
 本対応方針の詳細につきましては、当社ホームページに掲載の「当社株式に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続につい 
て」の本文をご覧ください。 
 （参考URL  http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/company/ir/） 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

―――  
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【 参考資料：模式図 】
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